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３．放射能危険の特徴は、ガン、甲状腺、心筋梗塞などの持病を発生させるだ

けでなく、放出する放射線が人のＤＮＡに影響を与えるところにあり、また

放射能の特徴は日々消えずに蓄積するところにあります。したがって、仮に、

放出が向こう１年ないし２年続くのであれば、その蓄積値まで合計して検討

しなければならず、それでないと正確に被曝の実態を把握できません。した

がって、長期にわたる各地独自の資料保存と蓄積が必要です。 

  また、放射能被害は、時間的にも範囲のうえでも「無限定」であり、若い

人ほど命と健康にかかわるものです（幼児はとくにです）。 

４．区民が生活する場所での大気等放射線の正確な数値（この他にも土壌汚染

の問題もあります）を日々知ることは、生活者がもつ憲法上の「知る権利」

であり、また法律上も地域住民個々が持つ健康維持のための基本的権利です。

これを測定し、かつその数値を公表することは、自治体としての北区の最も

身近な責務であることも明らかです（全国各地の自治体では、すでに測定・

公表を行っています）。 

５．そこで、北区としても、まず第１に、北区役所前をはじめ各支所・出張所

前において、また各学校の校庭、保育園・幼稚園及び子どもの遊ぶ区内の各

公園及び砂場など適地を定めて、定時に、地上１メートルで大気放射線及び

土壌の放射性物質を測定し、その測定値を日々北区のホームページなどで公

表されるよう、要請します。 

  以上の要請について、問題が発生中であり、急ぎますので、日数をおかず、

なるべく早く文書でご回答下さるようお願いします。 


